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【西川都市計画課長】  本日は、ご多忙中のところ小金井市都市計画審議会

にご出席いただきましてありがとうございます。開会に先立ちまして、委員の

出席状況についてご報告申し上げます。 

審議会委員１９名中１６名ご出席いただき、小金井市都市計画審議会条例第

７条第２項の規定により、過半数以上の出席を得ていますので、会議は成立し

ていることをご報告申し上げます。 

なお、川崎委員、高松委員は、本日ご都合により欠席とのご連絡をいただい

ております。 

申し遅れましたが、私は事務局を担当しております、都市計画課長の西川で

ございます。 

さて、前回の平成２３年１０月２８日に開催した都市計画審議会後に、新た

に市議会より選出されました委員がおられますので、事務局から紹介させてい

ただきます。 

関根委員でございます。 

前市議会議員の斉藤委員の辞職に伴い、平成２３年１２月２７日から新たに

委員にご就任いただいております。 

【関根委員】  よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  以上で委員のご紹介を終わらせていただきます。 

続きまして、資料について説明いたします。 

事前にお配りした資料のほかに、２月１３日に開催いたしました、市議会全

員協議会でご意見をいただきました事項について、追加資料をお配りしており

ます。 

それでは、本日ご審議いただきます案件、付議１件、報告１件を市長に代わ
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りまして都市整備部長から読み上げさせていただきます。 

【酒井都市整備部長】  小金井市都市計画審議会会長、根上彰生様、小金井

市長、稲葉孝彦。 

小金井市都市計画マスタープラン(案)について付議。 

小金井市都市計画審議会条例第１条の規定により、下記事項について審議会

に付議します。 

 記１、案件名称 小金井市都市計画マスタープラン(案)について（付議）（小

金井市決定） 

以上でございます。よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  付議が終了しましたので、ここからは、根上会長に

審議会の進行をお願いいたします。 

【根上会長】  それではただ今から平成２３年度第３回小金井市都市計画審

議会の議事を進めさせていただきます。 

お手元にお配りしておりますとおり、本日ご審議いただく案件は付議が１件、

「小金井市都市計画マスタープラン（案）について」と、報告が１件、「用途地

域の権限移譲について」でございます。 

 それでは早速、各案件の議事に入りたいと思います。まず、小金井市決定に

かかる付議案件から進めさせていただきます。事務局から案件１のご説明をお

願いいたします。 

【酒井都市整備部長】  それでは都市計画マスタープランの見直し案につい

て説明させていただきます。 

 都市計画マスタープランの見直しについては、平成２２年度、２３年度の２

か年をかけて行って参りました。見直しに当たっては、学識経験者、関係団体

代表者及び市民公募委員からなる策定委員会を中心に、全８回の議論を重ね、
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市民意向を把握する手段として市民ワークショップを６回、中学生検討会を２

回、市民 3,000 人アンケートなどを行って参りました。また、昨年３月には、

中間のパブリックコメントを実施し、昨年１２月に最終のパブリックコメント

及び東京都への意見照会を実施しております。 

 都市計画審議会の開催は昨年の４月と１０月に続き３回目となります。今回

の内容は第２回目以降の変更点やパブリックコメント等でいただいたご意見を

中心に説明をさせていただきます。 

 それでは「小金井市都市計画マスタープラン（案）」について説明させていた

だきます。 

 資料１「都市計画マスタープラン（改定素案）の策定について（答申）」をご

覧下さい。小金井市都市計画マスタープラン策定委員会からの答申書の写しで

ございます。策定委員会は平成２２年度から２３年度に全８回開催し、平成２

４年２月２日に「都市計画マスタープラン（改定素案）」が市長に答申されまし

た。 

 続きまして資料３「小金井市都市計画マスタープラン見直し案に対する意見

及び検討結果について」でございます。こちらは、平成２３年１１月２５日か

ら１２月２６日まで１か月間行った「都市計画マスタープラン（案）」のパブリ

ックコメントについて、市民の皆さまからいただいた意見と市の検討結果でご

ざいます。意見提出数は３名で計１１件でございました。それでは順番にご紹

介させていただきます。番号が振ってございますが１－１から１－３が同じ方、

２人目の方が２－１から２－３、３人目の方が３－１から３－５となっており

ます。 

 それでは１－１でございます。文末の表現について、「進めます。」「推進しま

す。」はそれぞれ、「今後検討する。」「早急に検討する。」と理解して良いかとい



4 

 

うご意見、ご質問でございます。市の検討結果でございます。文末の表現は「進

めます。」は行政が今後行うこと、「推進します。」は行政と市民等との協働によ

り今後行うことと整理しております。 

 続きまして１－２でございます。文末の表現について、「土地利用転換も視野

に入れた建設計画の検討が進められています。」は、市が主体となっている場合

は「土地利用転換も視野に入れた建設計画の検討を進めています。」ではないか。

文末の表現について、「減少傾向に転じることも想定されています。」は、平成

３７年以降のことで、断定ではなく、予想の範囲内の文面のため、「減少傾向に

転じることも想定されます。」の方が適切ではないか、というご意見をいただい

ております。こちらにつきましては、ご意見をいただいた部分だけではなく、

いくつか紛らわしい表現がありましたので、全ての文末について、もう一度整

理をさせていただいております。 

 続きまして１－３でございます。こちらは地域別構想の最初の地域の歴史紹

介の部分についてのご意見でございます。特定の固有名称は行政文書としては

削除すべき、また地域の歴史文は簡略してはどうかというご意見をいただきま

した。蛇の目ミシン工場跡地については庁舎建設予定地の名称としても使われ

ており、あえて固有名称を残した文章としています。地域の歴史文については

地域の成り立ちをお示しすることにより、現在の地域の課題を明確にすること

が出来るとの考えから構成していますので、見直し案のとおりとさせていただ

きました。 

 次の方のご意見です。２－１、１４ページの低炭素社会の構築についての記

述で化石燃料の資源枯渇は低炭素社会の構築の項目から削除するべき、クリー

ンエネルギーの導入とあわせて高効率設備、または省エネ機器の導入も記述す

るべき、というご意見でございます。化石燃料の資源枯渇は無関係とは言い切



5 

 

れないものの、この項目は地球温暖化抑制に焦点を置いていますので、ご指摘

のとおり削除しております。高効率設備等については、東京都及び市の補助制

度の活用により普及を図るため、見直し案に高効率設備等の導入を追記してお

ります。 

 続いてのご意見です。２－２、１４ページの大気汚染の防止の項目でござい

ます。交通手段の転換の他に低公害車の導入も記述するべき、というご意見を

いただきました。市の検討結果です。公用車等については低公害車の導入を進

めていますが、市民が所有する車両についてはエコカー補助金など国の施策に

よる普及を図るものと考えますので、見直し案のとおりとさせていただきまし

た。 

 続いてのご意見です。２－２、１７ページのライフラインの強化と確保の項

目です。熱源のベストミックスの観点からエネルギー源の多様化、分散化を記

述するべきというご意見をいただきました。市の検討結果としては、東日本大

震災を踏まえて、緊急時のエネルギー源の確保等について、強化が必要と考え

ますので、エネルギー源の多様化、分散化の対応を進めますと追記しておりま

す。 

 次の方のご意見です。３－１です。電線類地中化について、広義の無電柱化

は大きく２つに区分される。ひとつは電線類を地中に埋めることであり、通常、

電線類地中化と言われる。もうひとつは電線類地中化以外の方法、例えば裏配

線、軒下配線方式などで通行人の視野から消すことである。よって電線類の地

中化の用語を「無電柱化（電線類の地中化）」とするか、あるいは、国や都と同

様に単に「無電柱化」とし、その意味を別途用語解説してはいかがでしょうか、

というご意見をいただきました。検討結果でございますが、市が行っている道

路整備にあわせた無電柱化は地中化が主な工法ですので、「電線類の地中化（無
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電柱化）」という表現にいたしました。 

 続きまして３－２、無電柱化の推進について、「小金井市無電柱化事業策定協

議会（仮称）」の設置を早急にお願いしたい。６４ページのまちづくり推進体制

の充実について、庁内に推進組織を設け、中間を省略いたしまして、実行計画

を策定することになっている。市民の意識喚起を含めて無電柱化のメリット・

デメリット、法制度、優先的に無電柱化を推進する区域の策定など、行政、事

業者（東電・NTT 等）、市民一体となって円滑に取組むためにコミュニケーショ

ンとコンセンサスを図る協議会（フォーラム・シンポジウムを含む）を設けて

リードしていただきたいというご意見でございます。市の検討結果は６４ペー

ジに掲げる庁内組織・体制の整備について、現時点では都市計画マスタープラ

ンの全体的な進行管理を充実することを想定しております。個別の施策の体制

整備については、必要に応じて組織することも検討することを考えております。 

 続きまして３－３、主要な施策の成果についてのご意見でございます。取組

み主体の行政欄に担当課を示して欲しい。誰が、何を、いつまでに、を示して

欲しい。主要な施策とその他の施策は何を基準に分けたのか、というご意見を

いただきました。市の対応方針は、都市計画マスタープランはまちづくりの方

針を示すもので、実行計画で取組み時期や方法等を明記します。都市計画マス

タープランに掲げた施策は、現行の計画に掲げられている施策を達成状況や社

会情勢の変化に合わせて見直し、その中で第四次基本構想の重点プロジェクト

に掲げる施策を主要な施策としております。 

 続きまして３－４、６６ページの景観についてのご意見でございます。東京

都が策定した景観条例に準拠して地区毎にルールを策定するのか、明確な説明

文が欲しい。市の検討結果は、都の定める景観基本軸に則した景観形成ととも

に、市民のご理解が得られれば、地区計画等の手法も検討していきます。 
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 続きまして３－５、４３ページ、５５ページの「人にやさしい環境づくり」

についてのご意見でございます。人にやさしく個性ある坂道づくりについて、

質屋坂の記述がないのは何故か。はけの道を都市型観光の重要な資源として取

り上げて欲しいというご意見でございます。市の検討結果は、質屋坂は石畳の

舗装により、個性ある坂道として整備されていると認識しています。はけの道

については、水とみどりのネットワークの形成を進めるとしていますので、そ

れに伴い、観光資源として充実するものと考えます、としております。 

 以上がパブリックコメントに対する意見と市の検討結果でございます。 

 続きまして資料４「東京都への意見照会に対する回答及び市の対応方針」に

ついて説明させていただきます。左側に１番から１４番まで番号が振ってあり

ますので、順番に説明させていただきます。 

 番号１、４ページの連続立体交差事業についてでございます。連続立体交差

事業による渋滞緩和効果が示されているが、どこの踏切かわからないので、踏

切名称を示して欲しいというご意見でございます。市内に数か所踏切がござい

ますが、こちらの踏切は小金井街道踏切ですので、そのように明記しておりま

す。 

 番号２、ノーマライゼーションについてです。東京都の福祉のまちづくり条

例においてはユニバーサルデザインという表現を使っているという情報提供で

ございます。市では小金井市第四次基本構想において、差別されない社会をつ

くる基本的理念としてノーマライゼーションを使用していますので、そのまま

の記述としております。 

 番号３、景観についてもみどりに関する方針と同じ様に、拠点や軸といった

地域を具体的に示し、まちづくりの方針を示して欲しいというご意見でござい

ます。市の対応方針ですが、都市計画マスタープランにおいて個別の地域の景
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観の方針を示すのは難しいと考えております。景観に対するまちづくりの方針

は１－１に示しており、景観づくりに努めていきたいと考えております。 

 番号４、親水空間の整備について、都としては現在のところ、東京都の河川

事業として仙川や野川に関する親水整備に関する事業の予定はないので、実施

主体はどこなのかというご意見でございます。市としては以前から野川・仙川

の親水空間の整備について、野川・仙川改修促進既成同盟を通して東京都に要

望しておりますので、このような記述にさせていただいております。 

 番号５、みどりの軸についてでございます。東西軸はＪＲ中央線沿線よりも、

むしろ野川と玉川上水を入れるべきではないか、というご意見でございます。

市の対応方針ですが、小金井市に中央線で市外から訪れる方が、車窓からみど

りあふれる小金井らしさを認識出来るようにという考えから、市の中央を通る

主要な動線をみどりの軸として位置付けております。また中央線をみどりの軸

に位置付けることは、緑の基本計画と整合させております。 

 番号６、安全に避難出来るまちづくりについてでございます。避難場所や備

蓄倉庫など防災拠点の整備を進めますとあるが、地域別構想での記述が少ない

ように思われる。具体的な位置付け等はしないのかというご意見でございます。

市の対応方針としては、特定の地域で避難場所や備蓄倉庫など防災拠点の整備

が課題となっているところはないと認識しているため、全体構想のみの記述と

しております。 

 番号７、水害対策として、総合治水対策の推進についての項目を設けられな

いか、具体的には雨水浸透ますの補助やハザードマップの作成を検討出来ない

かというご意見でございます。ご存知のとおり、雨水浸透ますについては自治

体の中でトップレベルの設置率を誇っております。また、ハザードマップにつ

いては現在、地域安全課で作成中でございまして、今年度中には完成する予定
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でございます。 

 番号８、人と自転車にやさしい道づくりにおいて、「歩行者や自転車の安全性

を確保するためには、幹線道路における歩行者道、自転車走行空間の確保とと

もに」とあるが、「幹線道路における」を削除できないか、というご意見でござ

います。市の対応方針としては、自転車、歩行者のための空間整備は、もちろ

ん幹線道路だけに頼るものではなく、市が管理する生活道路も含め、道路網の

中から安全な経路を提供すべきと認識しております。しかし現状の生活道路の

幅員の中で自転車、歩行者のための空間の確保が難しいため、当然、市の管理

する道路を含めた幹線道路に限定した表現にしております。 

 番号９、１０については、ほぼ同内容でございます。都道の整備について、

市が整備するわけではないので、東京都に要望するといった記述の方が整備促

進には好ましいというご意見をいただきましたので、市としても、そのような

観点から記述を変更いたしました。 

 番号１１でございます。３４ページの歩行者、自転車空間の整備方針につい

てでございます。日常生活において、特に歩行者や自転車の安全性を確保すべ

き道路や公園緑地系施設、公共公益施設をネットワーク化する道路及び用水路

などの復活により、整備する道路は緑化を図り、うるおいのある歩行者空間の

整備に努めます、とあるが、緑化と自転車空間整備はスペースが競合すること

から難しいのではないか、というご意見でございました。市としては、難しい

ことは重々承知しておりますが、今後の道路整備の方針として可能な限り、緑

化と自転車走行空間を確保する必要があると考えているものでございます。 

 番号１２でございます。４２ページ等にある記述ですが、屋敷林や雑木林の

保全について、特別緑地保全地区の制度を活用できないか、というご意見でご

ざいます。特別緑地保全地区は地域地区のひとつであり、また民有地からの要



10 

 

望があった場合、土地を買取ることが原則など厳しい制約がありますので、現

在の市の方針としては、小金井市緑地保全及び緑化推進条例における様々な取

組みの中で保全を図っていくと考えております。 

 番号１３、４９ページについてでございます。武蔵野公園内にある暗く狭い

坂や階段は災害時の避難路として活用出来るように国分寺崖線と調和した環境

整備を進めます、とあるが、都立公園内の整備を指すものと誤解してしまう、

というご意見でございました。こちらについては武蔵野公園へつながると修正

しております。 

 番号１４、５０ページの東小金井駅南口について、暫定駅前広場ではなく、

都市計画の駅前広場の整備を掲げてはいかがか、というご意見でございました。

市としては、都市マスの目標年次においては都市計画の駅前広場の整備は難し

いと考えておりますので、高架化工事の際に工事ヤード等を使ったスペースを

使い、暫定駅前広場整備を行い、現状よりも歩行者、自転車、ＣｏＣｏバス等

の安全を図っていきたいと考えております。 

 以上、東京都への意見照会について報告させていただきました。また、内容

が大きく変わらない程度で策定委員からの意見を踏まえて、修正させていただ

いている部分もございますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に本日お配りしております資料をご覧いただきたいと思います。それでは

順番に説明させていただきます。 

 ３ページの「現在、蛇の目工場跡地に予定されている新庁舎建設について、

土地利用転換も視野に入れた建設計画の検討を進めています」について、土地

利用転換という表現がいろいろな意味に読み取れてわかりにくいというご意見

をいただきましたので、修正案のとおり、「現在、新庁舎建設については蛇の目

ミシン工場跡地においての計画検討を進めています」に修正させていただきま
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す。 

 続きまして５０ページの「東小金井駅南口の日本歯科大グラウンドは地域に

開放し、盆踊りなど地域の活動や交流の場としての活用を進めます」について、

日本歯科大グラウンドは市有地ではないため、表現を変えた方が良いというご

意見をいただきましたので、修正案のとおり、「東小金井駅南口の日本歯科大グ

ラウンドは地域に開放し、盆踊りなど地域の活動や交流の場として活用できる

ように推進します」と修正させていただきます。 

 この２か所の修正は、当審議会に事前にお配りさせていただいている資料１

「小金井市都市計画マスタープラン答申案」への反映が間に合いませんでした

ので本日の提出となったものでございます。よろしくお願いいたします。 

 以上が平成２３年１０月２８日に開催された２回目の都市計画審議会報告後

の主な修正内容でございます。 

【根上会長】  それではこれより、案件１につきまして質疑を行います。 

 ご質問、ご意見等よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。はい、関

根委員、よろしくお願いいたします。 

【関根委員】  では簡潔にお伺いいたします。１つはですね、この計画はい

ろいろ示されておられるのですが、その財政的な裏付けから考えるとどうなの

かという検討がされたのかということですね。特に去年の３月１１日の大震災

以降、国のお金の使い方も震災の復興ということで、それまでとはかなり大き

くお金の使い方が変わってくると思います。その辺を考えると１０年前の計画

をそのままというよりは一回見直さざるを得ないところが出てくるのではない

かと思うのですが、その辺はいかがでしょうかということです。 

 それとの関係でいくつか述べさせていただきますと、１８ページに公共施設、

下のところに計画的な都市施設マネジメントで、これも１０年前から言われて
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いて、議会においても公共施設の再配置計画をつくるということではいただい

ていたのですが、現状においてはまだできていないという点では、いろいろ財

政的なことも考え、また計画的にやるという点で１０年経ってまだ、はっきり

と計画が目に見える形で出来ていないという点については、これはどう受け止

めたらよろしいのでしょうか。 

 あと、３４ページに、これはよく言われていることですが、都市計画道路の

財源の問題とは別にこれはもう無理ではないかと言われているところがありま

す。３・４・１１号線東大通りの連雀通りより南をまっすぐ東八道路まで突っ

切る計画線が入っているのですが、これは都立野川公園などを突っ切ってしま

う、また３・４・１号線で連雀通りが東からきて、やはり武蔵野公園をかすめ

るような形で貫井南の方へ行っているところとか、いくつか計画そのものがも

う現状に合わなくなってきているのではないかと。この辺はまだ東京都に対し

て推進整備を要望するというふうになっているのですが、これはむしろこの計

画の再検討ということを掲げるべきではないかと、以前から言われている点な

のですが、その辺はいかがでしょうか。 

 あと、細かくなりますが、１５ページに下から２段目の緑の大きな環のとこ

ろで、「小金公園、野川公園、多磨霊園などのみどりの拠点の回遊性を高めるた

めに、歩行者や自転車に配慮したネットワークの整備を進めます」というとこ

ろが削除されているのですが、これは以前に、今使われていない昔の用水路を

使って遊歩道みたいな形でネットワークとして、こういう都立公園を結ぶとい

うような考えが、議会の中からも意見が出されたし、部局の方からもご検討い

ただけるというようなことでもあったかなと思うのですが、だからこそ、これ

に１０年前載っていたと思うのですね。で、削除されたというのは何か、検討

した結果削除ということになるのか、何か動きがあったのでしょうか。 
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 あと、６４ページに、国や東京都に都市計画の義務権限などの地方分権を積

極的に求めていくというところが削除されているのですが、まちづくり条例を

議論したとき、建築確認の義務ですか、それが小金井市にあるとないとではか

なり違うというような議論も含めて議論がされたなと思っているのですが、こ

れが削除された理由というのは何なのでしょう。私はやはりこれはきちっと残

すべきかなと思うのですが、その辺いかがなのでしょうか。 

 あと最後にですね、これは手続きというか、今、小金井はごみ問題が大きく

問題になっているのですけど、ごみ処理施設の場所は都市計画決定の事項に入

っていますよね。前回の小金井の都市計画という冊子には、二枚橋が都市計画

で記入されているわけですね。今後、方針がまだはっきりしないで建設するの

か、それとも別の一部事務組合かというようなところも含めて、方針が定まっ

てないところありますが、ごみ処理施設の場所というのは別に都市計画マスタ

ープランにはこれまでも載せてこなかったし、載せる必要はないということな

のかどうか、ちょっとその辺は今、小金井の長期の課題なので、気になるもの

でご説明いただければと思います。 

【板倉委員】  あわせて、関連した意見をよろしいですか。 

【根上会長】  はい、どうぞ。関連した内容ですね。 

【板倉委員】  今回の都市計画マスタープランはですね、昨年３月に策定さ

れました第四次小金井市基本構想をもとに、それの体系と言いますか、１ペー

ジに図面が載っているわけですけれども、第四次基本構想に基づいてつくられ

ることになっていますけれども、実は昨年３月策定されました第四次基本構想

のほとんどの議論といいますのは、東日本大震災の前に、ほとんど議論がされ

ている内容なのですね。実は今、小金井市議会に議案が出されているのですけ

れども、もう既に昨年の後半から、東日本大震災の影響を受けて景気の悪化に
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伴って税収が減ってきています。新年度の予算についても税収が後退するとい

うことが謳われておりまして、平成２５年度、一年先ですね、その予算につい

てはちゃんと組めるかどうか危ぶまれるような意見が出されてきているんです

ね。そういう中で、東日本大震災前で議論されていることで都市計画マスター

プランを果たして進めていって良いのかという私自身は危惧を持っております。

そういう部分では特に２７ページの「東小金井駅についての駅周辺では東小金

井駅北口土地区画整理事業を契機に都市基盤整備とともに各種都市機能の誘導

を進めます」という表現とかですね、４４ページの「武蔵小金井駅についての

武蔵小金井駅南口第二地区の再開発の着実な事業化」これはその後「権利者市

民の意向を踏まえて検討します」というつながりになるのですが、着実な事業

化というような表現がありまして、これが謳われてきますとですね、それに沿

って今後、市財政をどう考えていくかという議論になってきますので、今はも

うそういう経済的、財政的にもそういう状況ではないと私は認識をしておりま

す。それよりもやはり市財政の部分、市民の暮らしの部分からはですね、表現

は今日の状況に合わせて見直すべきだと考えています。皆さんの中でもいろん

なご意見あるかと思いますけれども是非この点についてはですね、この中で皆

さんにご意見賜ればと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

【根上会長】  露口委員、それでは関連したご意見ということで。 

【露口委員】  ３．１１以降のことで大きな変化があったというようなご意

見もありました。一定の議会筋で話されてきた内容を述べられていると思うの

ですけれども、議会はこの間、３．１１以降も既にこのマスタープランにつき

ましては、３回に渡っていろんな説明を受けております。そうした中で、この

最後の段階に至って、このような形でお盆をひっくり返すようなですね、議論

にもなりかねないという私はちょっと危惧しています。もちろん会長におかれ
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ましては、そういった意見を聞くことは当然必要、私はそう思います。ただ、

そのことは、私はこの段になれば、会長一任ということで、この中の意見を取

りまとめていただいてスムーズにですね、この策定に関わってきた方達の考え

方もあると思いますので、会長の一任で今後の進め方をしていただきたいとい

うことをお願いします。 

【根上会長】  それでは３人の委員からご質問等が出ましたので、一旦ここ

で事務局から質問への回答等いただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

【西川都市計画課長】  順次お答えしていきたいと思いますが、１８ページ

の公共施設のところでございますけれども、ここの公共施設につきましては、

現在、施設白書等も作成している中で、今後の配置等も考えながら、将来に渡

るコストとか、環境を考えながら配置するということで検討しております。そ

れから施設の長寿命化につきましても、このような考え方で今いるところでご

ざいます。 

３・４・１号線と３・４・１１号線の計画そのものを見直し、再検討しては

どうかということでございますけれども、確かにこちらの方で今なかなか環境

的にも崖線を南北に通過する、または、東西に通過するというのは、なかなか

環境的にも難しいものがあろうかと思いますけれども、都市計画道路としての

昭和３７年に決定した都市計画線の必要性を考えますと、その中ではですね、

やはり今後の検討の中で必要性を再度確認していきながらですね、必要という

ことで、３・４・１１号線等につきましては、都市計画マスタープランの方に

も載せてございます。それにつきましては、先程東京都の意見もございました

けれども、ここにつきましては東京都の都道になりますので、そういうところ

につきましては東京都の方にですね、整備を要望していきたいというふうに考
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えてございます。 

それから１５ページの削除の理由でございますけれども、ここにつきまして

は、後ろの方の交通のところなのですけども、３２ページの方の交通と道路整

備の方にですね、この中身、考え方を示してございまして、こちらの中では、

みどりの環ということでですね、みどりの関係について特に記載をさせていた

だいているところでございます。 

６４ページの削除の理由でございますけれども、ここにつきましては、後ほ

ど案件２の方でまた説明させていただきますけれども、地方分権の関係がござ

いまして、こちらにつきましては削除をさせていただいております。 

ごみ処理施設の場所につきましては、都市施設ということで、現在決まって

おりまして、今後の最終的な処理方針等も確定していない中ですので、当初の

マスタープランと同じ様な形で載せてございます。 

【根上会長】  それと財政の部分について裏づけがあるかというご質問。 

【都市整備部長】  はい、関根委員の１点目のご質問が漏れておりました。 

３月１１日の東日本大震災以降の状況により見直しが必要ではないか、とい

うご意見でございますけれども、市の方として、都市計画道路の道路整備等に

ついては都市計画事業として施行しておりまして、その際にはやはり国の交付

金、もしくは東京都の補助金等、活用しながら整備を進めているという状況が

ございます。そういう意味でやはり国のレベルにおいてはですね、やはり東日

本大震災への復興への財源確保等も必要となって参りますが、市としましては

一定の都市施設を整備していくにはですね、やはりどうしてもそういう国の補

助金、東京都の補助金等を活用しなければ整備ができないという状況もありま

すので、市としては計画的にそういうものを活用してやっていると、そういう

状況でございます。 
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【根上会長】  はい、関根委員。 

【関根委員】  最初の財政のことなのですが、板倉さんも言われましたけど、

国と都の交付金のことだけじゃなく、市の財政も含めてね、裏づけといいます

かね、きちっと検討するべきではないかと、これはあんまり議会じゃありませ

んのでやりとりはそぐわないとは思いますが、意見としてきちっと述べておき

たいと思います。 

 あと、公共施設のことなのですが、これは要するに１８ページは「公共施設

及び劣化状況を把握」っていうのを削除されているのですね。ということは劣

化状況なんかもう把握したってことなのか。だとしたら把握した上で今仰られ

たようなね、施設白書を作成中だとか、前向きに進んでいるということを何ら

かの形で懸案事項して全体の懸案事項でもありますから。その辺はいかがでし

ょうか。 

 あと都市計画道路のことは、私一人が言っているのではなくて議会の中では

いろいろな会派の方がね、やっぱりこの部分に関しては無理なんじゃないかと、

大勢の、小金井市民だけじゃない大勢の方が来る都立公園の真ん中を都市計画

道路がぶち抜くというのはね、これは都に要望するという表現は全く不適切と

いうか、市民感情にも合わないと思うのですよね。その辺は、もうちょっと配

慮した文、私はその都市計画は見直すべきだと思いますが、少なくとも市の部

局の立場に立っても、もうちょっと市民感情に配慮した文章にしないと、これ

はちょっと大変な表現かなと私は思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 あと遊歩道のことに関して、今までね、多少議論になっていたのはさっき言

いましたけど、そのいろいろ昔の用水路で残っているところがあったり、結構

市内にあるから、そういうのを上手くつないで３つの都立公園を結ぶネットワ

ークをつくろうじゃないかっていうような議論が議会の中からも出たし、部局
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からも検討するっていうようなお答えが以前あったかなと思うのですが、もう

ちょっとご説明をお願いしたいと思います。 

 あと建築確認事務のことに関してはご答弁なかったですね。６４ページ、東

京都、国や東京都に都市計画の義務権限などの地方分権を積極的に求めていき

ますが削除されているのですけど、これは何か削除の理由といいますかね、私

はまちづくり条例なんかで議論された通りに、小金井市にそういう権限の積極

的な移譲を求めていくっていうのは、この文章どおりで良いのではないかなと

思うのですが、何か削除の理由はあるのでしょうか。 

 あとごみ処理施設に関しては確かに現時点でも方針は二枚橋ですけど、今後

１０年ということを考えて、今後の手続きとして、もしその方針が変わったと

きには、都市計画マスタープランには載ってないけど、当然都市計画決定はこ

この都市計画審議会でしなきゃならないわけですよね。それはちょっと確認で、

方針がね、そうじゃない方に変われば当然、都市計画決定しなきゃなんないわ

けですから、ここでその決定が必要になるということで、理解でよろしいのか

ということは確認したいと思います。 

【根上会長】  はい、それでは５点だったかと思いますが、回答よろしくお

願いします。 

【西川都市計画課長】  １８ページのところの削除の理由でございますけど

も、ここにつきましては、計画的な都市施設のマネジメントということの中で

都市施設の中には、公共施設以外のものも含まれますので、そちらを考えた場

合につきまして、劣化等にというところがですね、どこまで配慮出来るかとい

うところもございますので、環境等に配慮しながらというふうに、ここにつき

ましては削除させていただいております。 

 それから、都市計画道路の見直しにつきましては、これも議会の場では何回
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かいろいろ議論されているところでございますけども、今現在、小金井市の中

で街路整備という形で３路線事業を行っているわけですけども、そちらが全部

整備されたとしてもまだ５０％足らずということで、近隣の市から比べまして

もまだ整備率も低いというような状況がございます。更に都市計画道路の考え

方としましては、小金井市域だけではなく、都市と都市を結ぶ幹線道路という

性格的な位置づけもございますので、必要なところについては都市計画道路の

整備を進めて行きたいというふうに考えております。ただ、なかなか委員が仰

るように環境の問題等もございまして、難しい局面というのはあろうかと思い

ますけれども、こちらにつきましては東京都とも、またいろいろ協議をさせて

いただく中で、都市計画道路の整備は行っていきたいと考えております。 

 それから遊歩道のネットワークの削除は何故したのかということでございま

すけども、そちらにつきましては地域別構想のほうに遊歩道の整備という形で

載せてございます。４２ページのまちづくりの方針、基本方針の方で書かせて

いただいているところです。 

 それから６４ページの地方分権削除の理由でございますけれど、こちらにつ

きましては、平成１３年当時は例えば、建築行政だったり、都市計画の用途地

域でしたり、そういうものにつきましては全て、東京都の方で行っていただい

ていたということがありますが、平成２４年度からは一部のものにつきまして

は、地方分権という形で市の方でやらせていく状況もございますので、こちら

につきましては削除をしたということでございます。 

 あとはごみ処理施設の位置の問題ですけれども、こちらはですね、今は二枚

橋ということで決定がされているところでございますけども、まあ都市施設に

なりますので、また、位置等の変更とか、そういうものがございましたら、こ

ちらの都市計画審議会のほうにも、お諮りしていかなくてはならないと思って
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おります。 

【根上会長】  はい、よろしいでしょうか。もしご意見ありましたら。はい、

関根委員。 

【関根委員】  意見が食い違うところは、私は意見として持っているという

ことを一言述べさせていただければと思います。分かったということじゃなく

てね。都市計画道路の問題とかいろいろね。 

【根上会長】  はい、どうもありがとうございました。それでは他にご意見、

ご質問ございませんでしょうか。はい、田頭委員、よろしくお願いします。 

【田頭委員】  私も今回が都市計画マスタープランの見直しについての最後

の確認かなと思いますので、改めて、先日の市議会の全員協議会の後の会派で

の確認や、市民の方からもご意見を伺って、この場でそれをお伝えしていけれ

ば良いのかなと思います。先程、露口委員からご心配のあったような、答申案

をひっくり返すというつもりでは全然なくて、あくまでもそういった市民の方

達のご意見を改めてお伝えするといったような、そういった観点から１点だけ

ですね、大分関根さんからもご質問出ましたので、１点だけ質問をさせていた

だきたいと思います。まず１５ページにある、やはり先程ご指摘あったような、

みどりの環のところですね。まちづくりの基本方針４８ページのところでも、

みどりの拠点、みどりの大きな環、みどりの小さな環、みどりの軸というふう

にあります。このみどりの環の部分は、１０年前のこのマスタープランの策定

における市民の検討委員会の中でも、非常に大きな議論になったところだと伺

いました。この中ではみどりの環という考えの中に是非生物の多様性も含めて

いくべきではないか、ということがご意見として強く出ていたので、今回それ

がやはり反映がこう合わせてね、みどりの環と合わせて、生物多様性というと

ころをわかりやすく載せていったほうが、よろしいのではないかというような
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ご意見をいただいていますが、その点はいかがでしょうか。 

【根上会長】  はい、１点でよろしいですか。はい、それでは回答お願いし

ます。 

【石原環境政策課長】  生物の多様性についてでございますけれども、１３

ページのところに多様な生態系の確保ということを謳っている部分がございま

す。それから緑の基本計画の中でも、新たに生物の多様性については新たな文

言を加えたところでございまして、詳細な部分については、今後、東京都など

も生物多様性戦略というのを今年度中に策定されるようでございますので、各

市でも詳細についてそういったものを策定する必要が出てくれば、細かく定め

ていくということになろうかと思います。 

【根上会長】  はい、田頭委員どうぞ。 

【田頭委員】  はい、ありがとうございます。１３ページのところの多様性、

みどりのネットワーク化、多様な生態系の確保というところでは、野川周辺の

多様な動植物の生存環境というふうには載せてあるのですけれども、野川だけ

ではなくて、この面的な資源だけではなくて、小金井の中の大きな都立公園は、

もちろん他の公園もあるわけなのですけどね、この中央線の沿線から中央線の

電車に乗ったときに、他市からいらした方からも小金井のみどりが軸として感

じられるような狙いもあるというようなこともありましたので、そういったこ

とも合わせて、こう広く面的資源としてのこの生態系ですね、そういったとこ

ろを是非、生かせるような計画ということでマスタープランはあるべきではな

いかということの意見がありましたので、そこをお伝えしながら、また、今後

の具体的な計画の方の中で生かしていただければと思います。 

【根上会長】  はい、どうもありがとうございました。それではご意見とい

うことで承りました。はい、都市計画課長。 
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【西川都市計画課長】  先程の関根委員との答弁の中で、現在のごみ処理施

設につきまして、決定というふうに申し上げてしまったのですが、これは正し

くは、市民検討委員会での検討を踏まえたものに対して、行政内部での決定と

いうふうにちょっと付け加えさせていただきますので、申し訳ございません。

よろしくお願いしたいと思います。 

【根上会長】  はい、それでは他にご意見、ご質問。はい、中根委員よろし

くお願いします。 

【中根委員】  意見じゃないのですけど、脱字があります。４４ページの武

蔵小金井駅周辺のまちづくり、「武蔵小金駅」になっています。脱字、「井」を

入れていただきたい。 

【根上会長】  はい、今まで気がつかずにきてしまったようです。そういう

部分もあろうかと思いますが、他にお気付きの点も含めて、ご指摘ありますで

しょうか。はい、紀委員よろしくお願いします。 

【紀委員】  意見だけですけれども、今回の小金井市都市計画マスタープラ

ンにおきましては、これまで市民検討委員会で全８回、またワークショップも

行って、パブリックコメントも経ておりまして、議会の中では全員協議会も何

度も経ておりまして、大変丁寧に市としては関わってきたかなというふうに考

えております。で、市民検討委員会の皆様も、大変丁寧の関わっていただいて、

本当にこの答申を尊重していきたいなあというふうに考えております。 

【根上会長】  ありがとうございました。それではご意見ということで承り

ました。他にご質問、ご意見ありましたら、よろしくお願いします。よろしい

でしょうか。 

 それではご意見がもうないようですので、ただいまのやりとりの中で、いく

つかご要望もありました。また、現在のこのマスタープラン案に反映されてい
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ない部分、あるいは誤字もありましたので、今後、その辺りの修正はさせてい

ただくとして、私と職務代行の古川委員で責任を持って修正については一任い

ただきたいと思いますので、そういうことでこの案を原案通り決定してよろし

いかどうかということでお諮りしたいと思います。 

〔「異議なし」との声あり〕 

【根上会長】  ありがとうございました。それでは異議なしという声があり

ましたので、議案１「小金井市都市計画マスタープラン（案）」について原案通

り決定とさせていただきます。 

 それでは案件２の報告「用途地域の権限移譲について」。これを事務局から説

明お願いします。 

【西川都市計画課長】  用途地域の権限移譲について説明いたします。本件

は国が基礎自治体への権限移譲を進めており、その中で都市計画法に定められ

ている用途地域についても市に権限が移譲されるものです。 

 これまでの用途地域の変更の流れを説明いたします。再開発事業や土地区画

整理事業、道路整備による沿道地区等のまちづくりの変化にあわせて、地元の

住民の意向などを確認しながら地区計画をまとめ、同時に用途地域を変更しま

す。ここで地区計画は市が決定しますが、用途地域は東京都が決定していまし

たので、初めに市の都市計画審議会で用途地域、地区計画を審議し、用途地域

については、市の都市計画審議会で了承された案を、東京都の都市計画審議会

で審議して決定しておりました。権限移譲により平成２４年４月１日から小金

井市の都市計画審議会の審議を経て、用途地域を変更することになります。こ

れに伴いまして、これまで用途地域の変更の指針となっていた東京都の定める

用途地域の指定方針・指定基準がございましたが、４月１日以降は小金井市が

新たに定める指定方針・指定基準によって、用途地域を変更することになりま
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す。本来は４月１日に指定方針・指定基準を公表するところでございますが、

市の都市計画上の上位計画となります都市計画マスタープランを改定中という

こともありまして、当面これまでどおり東京都の定める指定方針・指定基準を

準用いたしまして、用途地域の変更がある場合は対応いたします。市が新たに

定める指定方針・指定基準については来年度検討を行いまして、改めてご説明

させていただきます。なお、現在のところ小金井市におきまして、用途地域の

変更手続きを具体的に進めている地域はございません。また、東京都との関係

でございますが、用途地域の都市計画決定権を市がもつことになりますが、市

の都市計画マスタープランと同じように、東京都が決定する都市計画区域マス

タープランという上位計画があり、東京都が多摩地域の広域的な調整を行うこ

とに変更はございません。 

【根上会長】  それではただいまの説明にご質問、ご意見等ありましたらお

願いいたします。はい、板倉委員。 

【板倉委員】  確認したいのですけれども、用途地域の都市計画決定を地方

自治体として行えるようになったというご説明です。ただし、東京都の用途地

域の都市計画決定に対して、整合性が問われる場合が出てくるかと思います。

東京都の用途地域の考え方と、市の都市計画審議会、この場所で確認した用途

地域の内容が、場合によっては整合性が合わないということもありえるかと思

うのですが、これは地方分権関係でいくと、小金井市の決定が優先されるとい

う認識でよろしいでしょうか。その点を確認しておきたいと思います。それと

もうひとつは、この用途地域以外で、地方自治体に権限が移譲されたものは、

他にはないという理解でよろしいでしょうか、今回。その２点ですね。 

【根上会長】  はい、事務局お願いいたします。 

【西川都市計画課長】  用途地域の決定につきましては、市の決定が優先さ
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れます。用途地域以外での権限移譲につきましては、私の所管しているところ

では、公有地の拡大の推進に関する法律、公拡法ですね、公拡法につきまして

も、今までは市が経由して東京都にお出ししておりましたけれども、東京都の

方で一定の手続き等があったわけですけれども、そちらにつきましても、今度

は市の方で行うようになります。その他につきましても、これは地方分権の関

係で多々、私共の所管以外でもございます。内容につきましては、ちょっと私

の方では、そこまで全部は確認してございませんので、申し上げられません。 

【根上会長】  はい、板倉委員。 

【板倉委員】  用途地域のことなのですけれども、小金井市の決定が優先さ

れるというご説明でした。例えば、用途地域の変更などを当審議会に諮問され

る場合に、事前に東京都と調整した上で出してくるのか、小金井市独自の判断

で諮問を出してくるのか、どういうふうな考え方を持っていらっしゃるでしょ

うか。 

【西川都市計画課長】  確かに市の決定で用途地域は変えることが出来るわ

けですけども、近隣との関係もあります。近隣市の用途地域と小金井市のとこ

ろですね、用途地域があまりにも変わってしまって良いのかとかいう、各市と

の調整も必要になりますし、更に広域行政を行っている東京都の方にも調整は

必要になってきます。 

【根上会長】  よろしいでしょうか。はい、関根委員。 

【関根委員】  一言お願いですけど、この２番目の報告、口頭だけじゃなく

てこういうものは、きっちりどういう法律でどういうふうにこうなるんだとい

うことを出来たら次回以降はきちっと資料もいただければと思います。これは

要望です。 

【根上会長】  はい、わかりました。ご要望ということで、次回、来年度こ
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の案件あるかと思いますので、またその時には是非資料を用意していただけれ

ばと思います。他にご意見いかがでしょうか。 

〔「なし」との声あり〕 

【根上会長】  よろしいですか。それではこれでご意見ないようですので、

案件２「用途地域の権限移譲について」の報告を終了いたします。 

 以上、本日の案件終了いたしましたので、都市計画審議会を閉会とさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 


